
条

例 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
） 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
五
条
及
び
附
則
第
三
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
」
を
「
の
施
行
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九 

条
と
す
る
。 

 

第
五
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
交
付
の
要
件
） 

第
八
条 

令
第
十
七
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
収
納
不
足
市
町
村
（
法
第
八 

 

十
一
条
の
二
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
収
納
不
足
市
町
村
を
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る 

 

事
情
と
す
る
。 

 

一 

被
保
険
者
（
法
第
五
条
に
規
定
す
る
被
保
険
者
を
い
う
。
）
の
大
多
数
が
災
害
に
よ
り
著 

 
 

し
い
損
害
を
受
け
た
こ
と
。 

 

二 

企
業
の
倒
産
（
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項 

 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
倒
産
を
い
う
。
）
又
は
主
要
な
生
産
物
に
係
る
価
格
の
低
下
等
に
よ
り 

 
 

地
域
の
産
業
に
著
し
い
影
響
が
生
じ
た
こ
と
。 

 

三 

そ
の
他
前
二
号
に
掲
げ
る
事
情
に
準
ず
る
事
情
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の 

 

第
四
条
中
「
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
」
を
「
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
」 

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
繰
替
運
用
） 

第
六
条 

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及 

 

び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き 

 

る
。 

 

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
中
「
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
」
を
「
国
民
健
康
保
険
事
業 

特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
拠
出
金
） 

第
二
条 

各
年
度
に
お
い
て
知
事
が
法
第
八
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
に
対 

 

し
て
納
付
を
求
め
る
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
拠
出
金
」
と 



 

い
う
。
）
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭 

 

和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
。
次
項
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二 

 
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

２ 

拠
出
金
は
、
県
内
の
全
て
の
市
町
村
が
、
令
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ 

 

て
算
定
し
た
額
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
市
町
村
が
負
担
す
る
額 

 

は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
同
年
度
に
お
け
る
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で 

 

に
掲
げ
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

一 

前
項
に
規
定
す
る
額 

 

二 

イ
に
掲
げ
る
数
に
ロ
に
掲
げ
る
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数 

 
 

イ 

令
第
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
医
療
費
指
数
反
映
係
数 

 
 

ロ 

令
第
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
年
齢
調
整
後
医
療
費
指
数
か
ら
一
を
控
除
し
た
数 

 

三 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
た
数
を
ハ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
数 

 
 

イ 

⑴
に
掲
げ
る
数
に
⑵
に
掲
げ
る
数
を
乗
じ
て
得
た
数 

 
 

 

⑴ 

令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
の
一
般
納
付
金
所
得
係
数 

 
 

 

⑵ 

令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑵
の
一
般
納
付
金
所
得
等
割
合 

 
 

ロ 

令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
一
般
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合 

 
 

ハ 

イ
⑴
に
掲
げ
る
数
に
一
を
加
え
た
数 

 

四 

令
第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

３ 

県
は
、
市
町
村
が
納
期
限
ま
で
に
拠
出
金
の
納
付
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
納
期
限
の
翌 

 

日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
未
納
付
額
に
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト 

 

の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
や
む
を
得
な
い
理
由
が 

 

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
い
も
の 

 

と
す
る
。 

 

附
則
第
三
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


